
（２）植物防疫法に基づく輸入規制

　ア  植物防疫法施行規則　別表一の二（第５条の2関係（植物防疫法第６条関係））

         輸出国で栽培地検査を要する地域、植物及び検疫有害動植物

                                              最終改正　令和6年11月8日農林水産省令第57号

（ア）かんしょ関係抜粋

　　該当なし

（イ）ばれいしょ関係抜粋

地域 植物 検疫有害植物

九

インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、

アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウ

ズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリ

シャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、

タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブル

ガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、

モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南

アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペ

ルー、オーストラリア

おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つ

た、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、

いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植

物、ぶどう属植物、まつ属植物及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用

に供し得るもの

輸出国の政府機関によりその栽培地において行わ

れたXiphinema index（ブドウオオハリセンチュ

ウ）を発見するために適切と認められる方法によ

る検査の結果Xiphinema index（ブドウオオハリ

センチュウ）に侵されていないこと。

イ　植物防疫法施行規則　別表二（第９条関係（植物防疫法第７条関係））

  　　　輸入禁止地域、植物及び検疫有害動植物

                                              最終改正　令和２年11月２日農林水産省令第75号　

（ア）かんしょ関係抜粋

地域 植物 検疫有害植物

六

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、

台湾、チャゴス諸島、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東

ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャ

ンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グ

アテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラ

リア、オーストラリア領クリスマス島、ココス諸島、パプアニューギニ

ア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア 

おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎

葉及び生塊根等の地下部 

Cylas formicarius（アリモドキゾウムシ）

七

中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、

パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ノー

フォーク島、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア

あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下

部  

Euscepes postfasciatus（イモゾウムシ）

十三

アメリカ合衆国、ハワイ諸島

アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、オクラ、

きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だい

ず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、

ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい（さやのない種子を除

く。）、リーキ、れいし、アンスリューム属植物（付表第四十九に掲げるものを除

く。）、ばしよう属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部  

Radopholus citrophilus（カンキツネモグリセン

チュウ）

（イ）ばれいしょ関係抜粋

地域 植物 検疫有害植物

一

イエメン、イスラエル、イラク、イラン、サウジアラビア、シリア、トル

コ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英領チャ

ネル諸島、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギ

リシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビ

ア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ルー

マニア、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグア

イ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビ

ア、ニカラグア、西インド諸島（キューバ及びドミニカ共和国を除

く。）、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペ

ルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア（タスマニアを除

く。）、ハワイ諸島    

（前略）

もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植

物、さぼてん科植物（イエローピタヤ及びヒロセレウス・ポリリズスを除く。）、な

す科植物（付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。）、ばら科植物（付表第三及

び第三十一に掲げるものを除く。）及びみかん科植物（付表第四から第八まで、第三

十九、第四十五、第五十六、第六十五、第七十三及び第七十八に掲げるものを除

く。）の生果実

Ceratitis capitata（チチュウカイミバエ）

二

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、

台湾、中華人民共和国（香港を除く。以下この表において同じ。）、ネ

パール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブー

タン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、オ

マーン、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、

ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニア

ビサウ、ケニア、コートジボアール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主

共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、

セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェ

リア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツ

ワナ、マイヨット、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、

モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユ

ニオン、スリナム、フランス領ギアナ、オーストラリア領クリスマス島、

パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア

（前略）

あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒー

ノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なし属

植物、なす属植物、なつめ属植物（付表第六十三に掲げるものを除く。）、

にんめんし属植物、ばしよう属植物（成熟していないバナナの生果実を除

く。）、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎ

とらのお属植物、ヒロセレウス属植物（イエローピタヤ並びに付表第五十二

及び第五十五に掲げるものを除く。）、ふくぎ属植物（付表第四十に掲げる

ものを除く。）、ぶどう属植物（付表第三十二及び第五十四に掲げるものを

除く。）、ふともも属植物、マンゴウ属植物（付表第十五から第十七まで、

第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除

く。）、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植

物及びあかてつ科植物の生果実

Bactrocera dorsalis species complex（ミカンコ

ミバエ種群）

https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/gallery/byougai.html#colorado_hamusi
https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/gallery/byougai.html#colorado_hamusi


三

オーストラリア（タスマニアを除く。）、ニューカレドニア、パプ

アニューギニア、フランス領ポリネシア  

（前略）

アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植

物、すのき（こけもも）属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつ

め属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物（成熟していないバナナの生果実を除

く。）、ばんれいし属植物、ぶどう属植物（付表第五十九に掲げるものを除く。）、

ふともも属植物、マンゴウ属植物（付表第二に掲げるものを除く。）、ももたまな属

植物、ユーゲニア属植物、りんご属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果

実

Bactrocera tryoni（クインスランドミバエ） 

八

インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州（アルバニア、キプロ

ス、ギリシャ及びラトビアを除く。）、アルジェリア、チュニジ

ア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォー

クランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド  

なす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部 Synchytrium endobioticum（ジャガイモがんし

ゆ病菌）

九 

中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、ア

ルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国（グレー

ト・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同

じ。）、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北

マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、

ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビ

ア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フ

ランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リト

アニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、

カナダ、メキシコ

あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉 Leptinotarsa decemlineata（コロラドハムシ）

十

インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イ

スラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルラン

ド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズ

ベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフ

スタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージ

ア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、

タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、

ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、

ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、

ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセン

ブルク、ロシア、アルジェリア、ウガンダ、エジプト、カナリア諸

島、ケニア、南アフリカ共和国、ルワンダ、アメリカ合衆国、カナ

ダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チ

リ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビ

ア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド

あかざ属植物及びなす科植物（付表第四十六に掲げるものを除く。）の生塊茎等の地

下部 

Globodera rostochiensis（ジャガイモシストセ

ンチュウ） 

十一

インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼ

ルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタ

ン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、

キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデ

ン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、

ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンラン

ド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラト

ビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニ

ア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリ

カ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエ

ラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド 

なす科植物（付表第四十六に掲げるものを除く。）の生塊茎等地下部 Globodera pallida（ジャガイモシロシストセン

チュウ） 

十二

ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、

イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州（オランダ及

びキプロスを除く。）、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南

アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、ア

ルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマ

ラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイ

チ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシ

コ、オーストラリア（タスマニアを除く。）  

なす科植物（付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七及び第六十二に掲げるもの

を除く。）の生茎葉及び生果実 

Peronospora tabacina（タバコべと病菌）


